
当社が運営する託児所と連携企業（共同利用）契約することで
御社従業員のお子様は

優先的に託児所へ入所できるなど多くのメリットがあります。

企業主導型保育事業 連携企業（共同利用）様 募集！

大切な従業員のために保育利用枠の連携をしませんか？★企業様のメリット
１、子育て中の優秀な人材の採用につながります。
２、女性活躍支援・子育て支援に積極的であることが可視化され企業イメージ・福利厚生の向上につながります。
３、社員満足度の向上につながります。
４、当法人との利用枠提携書の締結で、企業様に費用負担なくご利用いただける場合があります。

（条件は各企業様と相談の上、オーダーメイド）

★従業員様のメリット
１、育休明けの保育先をあらかじめ確保しておくことで職場復帰のスケジュールが立てやすくなります。
２、公立保育園のような複雑な入園手続きが不要になり、働き方に応じた柔軟な保育サービスを受けることができます。

★主な企業様条件に関して
１、「子ども・子育て拠出金」を負担している企業様であること。（厚生年金を適用していること）
２、連携企業として当法人と利用枠提携書を交わしていただきます。
３、保育料金などに関しては、利用従業員より直接納めていただきます。
＜企業主導型保育事業に関する詳細についてはこちら👇＞
内閣府 企業主導型保育事業の概要 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/gaiyo.html

託児所「よってき家」

有限会社宗明会 運営 〒399-8211 安曇野市堀金烏川６７９－６（岩原）

☎080-5827-4851 又は ☎0263-88-3550
詳しくはホームページ または お電話にて！

※託児所「よってき家」は安曇野市“初”の
企業主導型保育事業 運営事業所です

より

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/gaiyo.html


• 託児所「よってき家」では「企業主導型保育事」を行っております。「企業主導型保育事業」は、働きやすい環境づくり

を支援するための認可外保育所です。

• 企業主導型保育事業でお預かりできるお子様は、従業員枠（自社枠＋連携企業含む）と地域枠に分けられます。※👇図参照

従業員枠（自社枠＋従業員枠）、地域枠共に保護者が働いている方が

対象となりますが、定員に空きがある場合は保護者が働いていない

場合でも一時預かりとしてご利用出来ますのでお問合せ下さい。

利用日 ： 月曜日～金曜日 第１第３土曜日

(・日曜日 ・第１第３土曜日以外の土曜日 ・12月30日～1月2日は休所）

・利用時間 ：8時30分～ １６時00分

・利用定員 ：9名 （その内従業員枠が50％以上）

・利用料金 ：★①従業員枠（自社枠）でご利用のお子様

50円／30分

★②従業員枠（連携企業枠）でご利用のお子様

連携企業様と相談になります。

★地域枠でご利用のお子様

140円／30分 （1歳～）※月額上限￥30,000-（平成3１年４月~）※時勢により変更あり

※入所ご希望の方は就労証明書又は保育認定証が必要になります。別紙P3参照

★一時預かりでご利用のお子様（定員数に余裕がある場合にお預かり出来ます。お問い合わせください。）

200円／30分 （1歳～） ※別途、おやつ代1食50円 給食代1食200円 が必要です。

★傷害保険料：・定期利用児（日本スポーツ振興センター） ２１０円／年額

・一時預り利用児（あいおい損保） ３００円/月額

・その他イベント費用、教材費等は別途ご案内します。

・支払い方法 ：・利用月毎に請求書にて所定の銀行に利用月翌月の２５日までにお振込みいただくか、「よってき家」にお支払い下さい。

口座引落ご希望の方はご相談下さい。
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～ 参考資料 ～ 令和２年１０月１日 現在


